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○山内部会長 ただいまより民間資金等活用事業推進委員会第 26 回合同部会を開催いた

します。 

 本日は西野先生が所用によりご欠席ということでございまして、私が司会進行を務めさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

 今日の会合では、前回７月 11 日の合同部会の議論を踏まえまして再整理をした資料に基

づき、今後、優先的に取り組むべき事項の選定と、その取り組みの体制について引き続き

ご議論いただきたい、こういう予定でございます。 

 それでは、早速ですが、提出の資料について前回、委員の方から意見をいただきました

ので、これを踏まえまして事務局に修正していただきました。この修正点を中心に事務局

からご説明をいただきまして、その後、優先的に取り組むべき事項、それからその取り組

みの体制という順序で議論したいと思います。 

 それでは、事務局の方から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料に従いまして説明させていただきます。 

 まず、資料１をお開きいただきたいと思います。１ページ目からご説明いたしますけれ

ども、山内部会長からお話がございましたように、前回の部会で、かつて３つのガイドラ

インを取りまとめたときに、積み残しになった課題があったのではないか。それを整理す

べきだ、こういうご意見がありました。 

 それから、もう一つに、対応方針の部分の表現ぶりについて、もう少し適正な表現ぶり

があるのではないかという意見がありました。内容については大きくこうした２つの意見

がございました。それらを中心に、主な変更点についてご説明したいと思います。 

 １ページ目、１の「入札に関する意見等」のところでございます。積み残しにつきまし

て私ども過去の議事録等を繰りながら抽出したわけでございますけれども、まず１ページ

目を見ていただきますと、（２）「事業者の評価・選定」のところの４でございます。入

札のあり方、ここにつきましてご意見がございました。入札のあり方についての、特に公

募型プロポーザル方式の活用について、今後のテーマとすべきであるという意見がござい

ました。これは取り扱いにつきましては右側にございます形の整理ということで、これは

前と変わっていないわけでございます。 

 それから、５番目でございます。多段階選抜の導入につきましても、積み残しであると

いう意見がございました。多段階選定の導入についても検討すべきであるということでご

ざいました。 

 それから、６番目でございます。交渉について、契約条件の交渉、変更というところで

ございますけれども、契約交渉導入を可能とし得るような手法について検討すべきだとい

う意見がございました。 

 それから、７番目でございますけれども、総合評価。価格その他の要素の配点比率など、

定量化の方法に関して検討を深めるべきであるというご意見も出ておりました。 

 １ページ目については、以上が積み残しとして提示されているところでございます。な
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お、取り扱いのところの表現ぶりでございますけれども、簡潔に整理した部分もございま

す。例えば、最初のところでございます。１の（１）の右側でございますけれども、実施

方針の策定・改訂の部分、従前では事例の取りまとめというものも欄の中にはございまし

たが、この事例の取りまとめということと、（２）の「入札プロセスに関する研究にかか

る指導」とが並列に書いてございましたけれども、非常に複雑でわかりづらいということ

から、実際には事例の取りまとめについてはこの研究に係る資料の中で行うということも

ございますので、その辺は精査してございます。 

 ２ページにつきましては 12 番目でございます。「リスク分担」のところでございますけ

れども、リスク分担について議論が尽くされていないというご意見が出ておりました。 

 それから、13 番目のところでございますけれども、契約のあり方、契約については標準

的項目についてきちんと押さえるべしだとというご意見がありました。 

 ２ページ目につきましては以上が積み残しということでございます。 

 それから、３ページ目でございますけれども、20 番目のところ、「モニタリング」と書

いてあるところに入れておりますが、最後のところにゴシックで出ております。これは実

は今までの意見等の中にはなかったものでございまして、ＶＦＭの事後評価について検討

すべきというものが積み残しなのだというご指摘がございました。 

 いわゆるＶＦＭの事後評価ということでございますけれども、モニタリングは事業実施

された後に実際にサービスが供給されるわけですけれども、そのサービス水準を把握する、

測定する、実際に支払われるべきサービス購入費がどうなるか。こういう関係を整理する

ということでもございますので、これにつきましてはモニタリングというところに位置づ

けてもいいだろうということで、この 20 番の項目に入れさせていただいております。 

 それに関連してでありますけれども、対応のところ、これは従前から「モニタリング」

というところでありましたので、（１）モニタリングワーキンググループにおいて検討と

いうことでしたが、前回、ご指摘がございまして、今の 20 番のモニタリングの箱の一番最

初の意見等のところでございますけれども、「民間事業者の創意工夫の発揮を損ねること

のない業務要求水準とサービス仕様に関する考え方を整理するべき」、これはモニタリン

グの前提、つまりサービス水準の測定の前提となる事柄について整理したのですけれども、

これはむしろモニタリングというよりは契約に係ることではないかというご指摘もありま

したので、これにつきましては契約ワーキンググループにおいて検討ということで、修正

させていただいております。 

 ４ページ目でございます。公物管理のところでございます。22 番、積み残しというとこ

ろでございまして、地方自治法の「公の施設」の規定による事業主体の制限について、引

き続き議論をすべしという意見がございました。 

 その下の公物管理につきましても、公物管理の議論がし尽くされていないというご指摘

もいただいております。 

 23 番「リスク定量化」。リスクの定量化についても引き続き議論すべしということでご
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ざいました。 

 24 番のＶＦＭの評価のところ、ここにつきましては最初のところに数行ゴシックで書い

てございます。これは積み残しということで新しく加わった部分でございます。いわゆる

ＶＦＭの算定に当たっての「適切な調整」についてのところでございます。現行制度に基

づいて収入・支出が現実にあると見込まれる場合に、その額を加減するというガイドライ

ンの整理でございますけれども、これにつきまして国、地方を問わず、すべてイコールフ

ッティングさせた上でのＶＦＭの評価を推進するべきというご意見が出ておりました。 

 これにつきましては、いわゆる適切な調整の部分について、今後の検討課題にすべしと

いうご意見がございまして、右側でございます対応の部分、先ほど 20 番のところでＶＦＭ

の事後評価の問題についてモニタリングワーキングで扱うということでございましたので、

このＶＦＭの適切な調整の問題につきましてもＶＦＭの事後評価の問題と併せてモニタリ

ングワーキンググループにおいて検討するということが適切ではないかということで、右

側に整理しております。 

 それから、ＶＦＭの評価については、その下でございますけれども、間接費という言葉

がございますが、間接費などの算定は引き続き議論すべきというご意見もございました。 

 それから、25 番目、ＶＦＭの公表でございます。ＶＦＭの評価に当たってＰＳＣあるい

はＬＣＣの数値そのものの公表も検討課題だということでございました。 

 ５ページ目でございます。26 番の補助金の取り扱いでございます。補助金交付の取り扱

いについて速やかに情報を開示すべきだ、ということが積み残し課題であるという意見も

ありました。 

 それから、税制につきましてもございまして、包括的なご意見でございましたけれども、

税制改正は困難と思うけれども、引き続き検討すべしというの意見がございました。 

 税制の部分の対応の表現ぶりでございますが、前回のご指摘もございまして、委員会と

の関係ということで、（４）の書き方を修正いたしまして、「税制改正の手続きに従って、

関係省庁等において検討」というところはほぼ従来と同じでございますが、「当面、注意

深くその状況を見守ることとする」ということで、きちっとウォッチするという姿勢をこ

こに書いてございます。 

 関連しまして、26 番の補助金のところにつきましても、引き続き注意深く当委員会とし

ては見守るということについて記述を改めております。 

 それから、31 番、ＰＦＩ事業へのファイナンスの、対応のところの表現を変えてござい

ます。これは、従前の記述としては今後の金融マーケットの成熟に期待という書き方にな

ってございましたけれども、前回の部会でのご意見ではマーケットに委ねるだけでいいの

だろうか、委員会としてきちっと検討すべきではないかというご意見もございましたので、

プロジェクトファイナンスに係る運用上あるいは制度上の課題について、どこにそういう

課題があるのかということについてのヒアリングを金融機関、金融関係者から行おうとい

うことにいたそうということでございます。これにつきましてはＰＦＩの資金調達に係る
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基本的な事柄でもございますので、両部会合同でヒアリングを予定したらどうかと思って

おります。 

 次のページでございますけれども、関連いたしまして対応のところでございますけれど

も、金利変動リスクにつきましても同じような形で金融関係者からヒアリングを実施する

ということで対応したいと考えております。 

 それから、33 番の「公的金融」につきましても、そこにございますような公的金融機関

からヒアリングを実施するということを行いたいと思っております。 

 前回のご意見などを踏まえて修正した部分の主な部分は以上でございます。 

 それから、資料２でございます。資料１で今までヒアリングなどで出された主な意見な

どの取り扱いを整理したということでございまして、その結果をもう一度整理して書いて

ございます。 

 資料２の１ページ目でございますけれども、「当面の取組について（案）」と書いてご

ざいますが、当面優先的に取り組む事項は以下のとおりということで、（１）につきまし

て、まず両部会、事業推進部会・評価基準部会による実務上の指針（ガイドライン）案の

とりまとめ・委員会報告につきましては、２つございまして、「契約に当たっての留意事

項（案）」のとりまとめ、「モニタリングに関するガイドライン（案）」のとりまとめ。

それから、２番目の分類でございますが、現行の制度上の課題に関する把握・実務的調整

にかかる委員による指導、これにつきましては２つございまして、入札プロセスに関する

研究、それから公の施設・公物管理に関する研究ということでございます。以上でござい

ます。 

○山内部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいま取り組むべき事項と、

それからその対応について説明をいただきましたので、まずこれについてご質問等ござい

ましたら、ご発言を願いたいと思います。 

 それで、資料２の方で体制についてございますが、これは今申し上げた取り組むべき事

項と対応の概略ですね。これについての議論が終った後で、また検討したいと思います。

その辺、ご理解いただければと思います。 

 いかがでございましょうか。 

 どうぞ、Ａ委員。 

○Ａ委員 まず、この表でございますけれども、前回いただいた表がございますね。37 項

目で今回 35 項目になっていると思いますが、この変化部分ですね。どこがどういうことで

変わったかということと、その理由を教えていただきたいというのが第１点です。 

 第２点は、取りまとめの欄でございますが、ボールドで書いてある、例えば入札プロセ

スに関するうんぬんとかありますが、（１）と（２）があって、異なることについ（１）

があるわけです。（２）も２つあるかと思いますが、この関係はどういうことになってい

らっしゃるのか、教えていただきたいのですが。 

○山内部会長 事務局の方からご説明いただけますか。 
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○事務局 ２ページでございます。12 番目のリスク分担のところでございますけれども、

従来、リスク分担については 12 番、13 番、14 番という形で、３つ項目がリスク分担につ

いてはございました。前回の資料も参考資料として用意してございます。リスク分担、過

度なリスク分担、不可抗力によるリスクの負担と３つに分けて項目を出していたのですが、

それをリスク分担という大項目にくくって、全部その中に入れ込んだということでござい

ます。したがって、数が減ったということが１点目。 

 それから、分類のところでございますけれども、資料１の最初のページのご説明をしな

いままに、すぐ表に移ってしまったのですけれど、この整理は最初の資料１のところにご

ざいますように、主な意見等の取り扱いを以下の５つの項目で分類をするということから

始まっております。そうしますと、例えば入札プロセスというところは（２）の現行制度

上の課題の部分でございますので、（２）でございますし、それから２ページ目の契約ワ

ーキングにおいての検討、これは（１）の実務上の指針案の取りまとめに向けて各部会に

ワーキンググループを設置して検討、この分類になるので（１）ということになっており

ます。 

 また、実施事例の取りまとめは最初のところにございますように（３）ということでご

ざいまして、実施事例の取りまとめは（３）。ですから、この番号は主な意見等の取り扱

いについて案のところの５つの分類の中の番号ということでございます。以上でございま

す。 

○山内部会長 よろしゅうございますか。そのほか、いかがでございましょうか。Ｂ専門

委員。 

○Ｂ専門委員 資料１の２ページの 14 番の契約履行保証というところで、これは前も私、

ご意見を申し上げたところなのですが、右側に保険会社における今後の対応の推移を見守

るということが書かれているのでいいのかもしれませんけれども、特に横の 30 年の事業期

間をカバーする履行保証保険を設定すべき、これは意見としてこういう意見が出たという

ことであればこれでもいいのですが、ここに履行保証保険と書かれてしまいますと、まさ

に 30 年の事業リスクというのは多分だれもリスクはとれないところなので、現実、この履

行保証保険というのは今ありますので、こう書かれるとまさにこれはあり得ない話だとい

うふうな回答になってしまうのです。例えばこういうご意見が出たということであれば、

例えば 30 年の事業期間をカバーする何らかの保証制度が必要という意見はあったという

ぐらいが表現としては穏当かなと思います。現実の履行保証保険と書かれてしまいますと、

これはちょっと我々の常識から言うとあり得ないということを言わざるを得ないので、そ

こはもしこういうご意見が出たということであれば、何らかそういう表現をちょっと変え

ていただきたいなという意見ですが。 

○山内部会長 これは公表するに当たって、そういう意見に対してもなるべく対応してい

こうかと思います。 

○事務局 そうですね。実はこれもご説明すればよかったかもしれませんが、資料１の左
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側の欄も、従来は主な論点等というふうにしていたのですけれど、これは意見の話も結構

ございますので、生のヒアリングで出たものをそのまま載せている部分もありますので、

意見等というぐらいで整理はしていたつもりですけれど、そういうご意見もあれば、生の

意見をそのまま載せなくてもいいではないかというお話にもなるとすれば、少し抽象的に

表現することも可能かなとは思います。 

○Ｂ専門委員 要するに、何らかの保証が欲しいという、多分そういうご意見だろうなと

いう感じがしますので。 

○Ａ委員 ご意見をおっしゃった方が履行保証保険をＢ専門委員がおっしゃるように、普

通、建設期間のそういうことを想定してあるんですね。それに対して履行保証保険という

言葉を使ったかなと思ったんですが、おっしゃっていることはそういうこともよりも、オ

ペレーションについての話なんですね。 

 だから、今のご指摘のように内容的には全く違うものを保証しろということになります

ので、むしろこれはおっしゃった方の意向をくむとしましても、言葉としてはやはり変え

た方が適切かなと思います。 

○山内部会長 この件につきましては、文言をちょっと訂正させていただいて、矛盾のな

いようにということでお願いいたします。 

 Ｃ専門委員。 

○Ｃ専門委員 資料１はいただいたご意見をまとめただけですから、こういうふうになっ

てしまうのでしょうけれど、もしワーキングを開いて契約等の考え方をご定義されるので

したら、もう一度事務方において整理されることをお勧めしたいと思います。 

 なぜかといいますと、物事の重軽の判断、優先劣後関係がてんでばらばらに書いてある

わけです。例えば実例を申し上げますと、行政内部で考えなければいけない判断項目もご

ざいますね。そこから契約に出てくる実務的考え方がある。２年半前、リスクの特定化を

やったとき、私は対象の優先劣後関係を決めて議論すべきだと申し上げました。多分、ワ

ーキングはそういうふうになるのでしょう。例えば、これももっと整理できるのは、主契

約たるＰＦＩ契約以外に、公共と民間との関係から出てくる重要的な契約関係は、いろい

ろございますね。これも実は抜けているものがある。例えば直接契約というのは公共と金

融機関（フィナンシャー）との関係。それとともに公共とスポンサーとの関係も出てきま

すね。これも契約の一部を構成する。 

 それと、実は保険会社（インシュアラー）との関係も出てきます。これは被保険者利益

を公共がとる選択肢があると、どうしても契約関係が出てきてしまうのです。こういう派

生的な周りのものがある。勿論コアもある。それとともにもう一つは市民との関係。ここ

から国賠法の問題とか、いろいろな問題が出てくるわけです。その全体像の中で足りない

ところをもう少し正確に位置付けることにより、何をやるのかというのが明確に見えてく

るのではないでしょうか。 

 もちろんワーキング等々詳細はできるものですけれども、今の段階で先月と全く同じよ
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うな整理が出てきて、もう少し論点を明確にしないと、今後、ガイドライン等々をつくる

に当たっても何をどういうふうにやるのか、これでは絵が見えてこない。今の段階でも整

理はできると思います。 

 書いたもので意見を出すことは可能ですので、もしこれができていたのでしたら、なぜ

事前に前広に委員の先生とか専門委員に開示しないのでしょうか。そうでしたら、今の段

階で前向きなコメントができたのではないかと思います。 

 抜けているのもありますね。アドバイザーの検討のあり方、これは行政の内部事情です

けど、なぜ抜かしたのでしょうか。アドバイザーというのはどういうふうにコントロール

すべきなのか。時間管理、業務の質の考え方、これは現実に公共の人たちは知りたいと思

っています。こういったものも入れてあげるのはいかがでしょうか。そういった行政が内

部的に考えなければいけないことをアドバイスしてあげるというのも、ガイドラインの一

つの大きなポイントではないかと思います。 

 それと、前回申し上げましたけれども、昨年の法改正に基づいて行政財産の使用とか合

築という問題がマーケットで混乱が起こっています。どういう考え方でやるのか。この法

改正の中でどうあるべきか。これはヒアリングの過程でもご議論が出てきましたので、こ

れも契約なのか、モニタリングなのか、どこかに入れるべきではないかと思います。 

 それともう１点アドバイス申し上げたいのは、ワーキンググループ間でこれではワーク

ロードがバラバラになってしまいます。よろしいのでしょうか。どういう体制でいくのか。

モニタリングというのは非常に少なくて、契約はワーキングのロードが非常に大きくなっ

てきます。こういったものでよろしいのかどうかということですね。ぜひとも、これをご

検討願いたいと思います。 

○山内部会長 何か事務局の方からコメントはございますか。 

○事務局 前回の整理とあまり変わっていないというご指摘については、確かにそのとお

りでございまして、我々の作業の考え方を申し上げれば、資料１はまさにヒアリングなど

によって提起された主な意見がどういうものであったかを書き並べたものです。その後、

実は委員、専門委員の方を含めて意見あるいは論点としてどういうものがあるかを聴取し、

全部資料１の中に入れ込んでいるということで、制度論の話から含めて、あるいは契約上、

管理者と事業者間でうまく適切に処理すべきものを含めているので、ある意味では雑多な

ものが並んでいるということでございますけれども、何しろヒアリングによって提起され

たものについては、主な意見、それから委員の方、専門委員の方から寄せられたものにつ

いては全部整理してしまおう、こういうことで書いたものでございます。ですから、意見

等ということで整理いたしました。 

 実は、我々がやりたかったのは、資料１をもとにいたしまして、資料１の右側の取り扱

いとして、つまり取り組むべき、今後この委員会なり部会で何を取り組んだらいいかとい

うことを浮かび上がらせるための材料をまず整理したということでございます。おっしゃ

るように、資料１をとりまとめた結果として契約ワーキングにおいてどういう構成で物事
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を考えたらいいのかということについて、例えば２ページを見ていただきますと、契約ワ

ーキングにおいて検討とありますが、例えば 11 番にダイレクトアグリーメントの話も書い

てあります。あるいは標準的な契約について考えるべきという意見は、13 番にございまし

たり、いろいろなものが書いてございます。 

 ですから、むしろ資料１の「取り扱い」を契約ワーキンググループにおいて検討する主

な項目と見ていただくよりは、何をどういう事項に取り組んだらいいかということで見て

いただきたい。 

 それで、Ｃ専門委員がおっしゃった話は、ワーキンググループ、これから立ち上げてい

ただくわけですけれど、ワーキンググループの中で契約についてどういう全体の枠組みを

構築すべきかということを、まずおそらく第１回目のワーキンググループでかなりご議論

がなされることになろうかと思います。そのときに、資料１ももちろん材料として使われ

ると思いますけれども、もう一度全体の枠組みからご議論がなされるであろうということ

を我々も期待しております。 

○Ｃ専門委員 ２点、追加的にご検討されたらいかがでしょうかということでいかがでし

ょうか。アドバイザーの選定の考え方です。考え方、管理の仕方とか、あるいは法改正に

基づく詳細なあり方、これはいかがでしょうか。 

○事務局 アドバイザーについては、１ページ目の３番にご意見がございましたので、一

応整理をさせていただいております。表層的かもしれませんけれど、これは実施事例の取

りまとめということで、少なくともご意見であったのはアドバイザーの選定方法について、

資質のある方を選ぶとしたら、どういう選定方法があるのかということもわからないとい

うこともございましたので、現在、公共団体で行われているような公募型プロポーザルで

アドバイザーを選定するという事例も含めて、そういった事例をまず、それがベストプラ

クティスになるかどうかというのはともかくとして、そういった事例を取りまとめてご紹

介するということをさせていただこうということでこうしたわけであります。それは単な

る実例であって、そこから本当にアドバイザーの選定、あるいはその方に何をしていただ

くのか。今、管理という言葉がありましたが、そこまで触れられるかどうかについては、

つまり、実例の取りまとめの中でそういったものにまで及ぶかどうかということは、その

後のことかなと思っております。 

 あと、民間の収益施設の取り扱いにつきまして、確かに前回ご発言があり、３ページ目

の 15 番の「あるべき事業範囲」というところで、取り扱いの明確化を図るべきという、Ｃ

専門委員からお話を入れさせていただいております。これも整理としては実施事例の取り

まとめとなっておりますけれども、例えば国家公務員宿舎であるとか、衆議院の赤坂の議

員宿舎であるとか、現在進捗中の国のプロジェクトで民間の収益施設の取り扱いについて、

どのように具体的に整理したらいいのかということについて、今まさに民間事業者からの

意見なり、あるいは提案、それから質問、それに対する回答という形で具体的に整理され

ておりますけれども、それが蓄積されることによって、ある程度の部分が見えてくるよう
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に思っております。 

 もちろん最初に全体像ということもあり得るかもしれませんが、なかなか具体的な事例

がないままに全体像が出ると、かえって全体を網羅したものができない可能性もあります

ので、まず当面は実施事例の蓄積を待ちながら、全体の基本的な形がどういう形が望まし

いかということを見てみたいと思っております。 

○山内部会長 いずれにしてもヒアリングで出された意見を取りまとめたことと、それか

ら前回、７月 21 日の議論、それから何名かの専門委員の方には文書でもいろいろご意見を

いただいたことがありますので、それを取りまとめたのがこの形であって、ワーキングの

方でどういうふうに進めるかということについては、またこれを先ほどＣ専門委員がおっ

しゃったように軽重をつけながら、あるいは背景を考えながら進めていくということだと

思います。 

 そのほかいかがでございましょうか。 

 Ｄ専門委員。 

○Ｄ専門委員 私は今年度から入ったので、まだわかっていないところもあると思います

し、前回の７月でしたか、欠席しておりますので、どういうお話し合いがあったのかわか

らないですが、まず疑問に思いましたのは、資料１で出てきている項目はかなり技術的な

話の項目が多いですね。それをワーキンググループで何とか解決していこうということは

確かに重要なことだと思うのですが、委員会が事業推進委員会となっている意味で、事業

推進に直結する話だけでいいのかなというのがちょっと気になるのですが。 

 資料１が基本的にはヒアリングを中心にまとめられているということになれば、逆にい

わば既存の事業として出てきた中において、それこそ両方の立場からの課題としてこうい

うのがあるから、こういうところが一種の技術的な課題としてあるだろう。だから、それ

を解決しましょうということでしょう。確かにそれを解決することによって事業は推進す

るのはよくわかりますから、当然やらなければだめだし、必要だと思うのですけれども、

逆にまだここで具体的に事業として上がっていないような項目だとか、こういう表現がい

いのかどうかわかりませんが、どちらかと言えばあまり積極的にＰＦＩがまだ行われてい

ない分野をやはり事業推進するのが一つの意味ではないのかなと私は解釈してはおります。 

 そういう意味でいけば、最後のその他の 34 番でしょうか。でも、取り扱いが「各管理者

が」となりますので、委員会は関係ないといいますか、推進委員会と違うところでまた議

論してくださいという形の表現になってしまうのですけれども、そういうような立場で推

進委員会というのを考えていくということでいいのでしょうか。 

 私はまだ十分に委員会のミッションを理解していないのかもわかりませんので、お聞き

したいと思います。 

○事務局 資料１での整理でございますけれども、これらを把握するために、実際に事業

をやられた事業者の方、それから管理者の方、つまり公共サイドですね、両方の方をお呼

びしてお話をお聞きしました。そうすると、もちろんお互いに事業者の方、それから民間
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サイドで話し合う中でうまく解決できればいいんじゃないかなと思うことから、ここにご

ざいますように制度論の話、例えば入札のプロセスの過程での会計法、予決令に係わる問

題だとか、それから地方自治法の公の施設であるとか、公物管理法の問題なども出たり、

いろいろな意見が出ました。それをざっと先ほどもご説明しましたけれども、左で整理を

して、その中から何を抽出したらいいかというのがこのいわゆる作業ペーパーでございま

して、そういう意味ではＤ専門委員からも出していただいた意見も埋め込んだつもりでご

ざいます。 

 おっしゃるようなインフラの例えば分野について、分野的にはまだ事業が進んでいない

のではないか、事業ごとに着目してやらないとできない問題なのか、あるいは、例えば制

度論の話で言えば、施設ごとではないんですけれども、例えば公物管理法に何か問題があ

るのかどうか。ご指摘もいろいろございました。もしかしたら公物管理法の運用なり、あ

るいは制度論に入るかもしれませんけれども、検討することによってその分野について事

業が進むのかどうかということも含めて、施設ごとの課題の整理にはなっておりませんが、

ある意味で横割りのどの施設も共通の課題として上がってきており、それらの課題に対応

することによって、施設ごとに濃淡はあろうかと思いますけれども、その推進の課題をク

リアする方途となるのではないかなということで、整理をしております。 

 ですから、それぞれのワーキングなり、あるいは委員によりますご指導の中で、ある問

題について焦点を当てるべきということがあれば、多分その中でワーキングなり、あるい

は研究の中で焦点が当てられて、そこの部分について特出しするということもあるかもし

れませんし、その辺は今後のまとめ方の問題とも思っております。 

○山内部会長 確かにＰＦＩもずいぶん事例が多くなってきて、私も審査員という形で係

わらせていただいているのですけれども、何が問題かということでヒアリング等を行いま

すと、現実の問題があるということだと思うのです。 

 それで、推進委員会の基本的な進め方、去年、委員長のご指示もありまして、まずはヒ

アリングを行い、論点を洗い出した上で議論を行い、できることから解決していくという

進め方だったので、Ｄ専門委員がご指摘のように、ある意味では制度的といいますか、今

の議論は細かいものなろうかと思います。ただ、おっしゃるようにもう少し大きい目で見

て、どういうふうに推進するのだという視点もおそらく必要だとは思うのです。 

 ただ、昨年度からの流れの中で検討していく中では、資料１でとりまとめているものが

論点として上がってきており、Ｄ先生がおっしゃるような論点について、これからどう扱

っていくのかということについては、また別の視点から少し議論が必要かなと思います。

ただ、挙がってきた論点を見ますと、非常に膨大でありまして、それぞれについて専門的

な知識、あるいは行政的な知識が非常に必要とすると思います。私も先ほど言いましたよ

うに、実際に参加させていただくと、確かにいろいろなところでここを改善してくれたら

というようなことがありますので、そこをしばらくは粛々とやった方が議論は進むのでは

と考えております。 
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 そのほかいかがでしょうか。 

 それでは、大体議論は出尽くしたということでございますので、この辺で議論をまとめ

たいと思います。いろいろご議論いただきまして、ありがとうございました。伺ったとこ

ろ、基本的にはこの案の取り扱いでよろしいのではないかと思います。 

○Ａ委員 今まではどちらかというと資料についての質問だったと思いますが。 

○山内部会長 ですから、ご意見はほかにありませんかと伺ったのですが。 

○Ａ委員 そういう意味での意見というのは、これから申し上げるべきか。あるいは、む

しろ質問かもしれませんが。 

 対応についての、だから今おっしゃったこういうことでという取りまとめの方向でおっ

しゃったことかと思いますが、契約ワーキンググループにおいて検討という言葉とか、モ

ニタリングワーキンググループにおいて検討、あるいはボールドで出ていて、番号は振っ

ておりませんけれども、そういうのもあります。この辺をどういうふうにしていくかとい

うところの議論はまだではないかと思います。これに対応してどうするか。そこのところ

をまず議論をくみ上げるべきではないかと思います。 

○山内部会長 先ほどＣ専門委員のご指摘にもございましたけれども、こういうご意見が

出されて、こういう論点がありますということを整理した資料を用意したということです。 

○Ａ委員 論点はそれでよろしいんです。 

○山内部会長 よろしいわけですね。 

○Ａ委員 細かくは、だからさっきのお話ですと、具体的にワーキングだの、部会だの、

次のステップでうまく議論をしましょう、これはこれでよろしいですね。私が今申し上げ

ているのは、これだけ大体ありますね。細かくはさらに議論をするのでしょうけれども、

それをどのように切り分けて議論を進めるか。ここに書いてあるのを見ますと、契約ワー

キンググループとモニタリングワーキンググループの検討、これが具体的なものとして見

えるんですが、ほかにいくつか書いてありますけれども、この辺は具体的にどういうこと

になるのか、ちょっとわからないということですね。どうすべきかという意見は当然出て

きてしかるべきだと思うんでございますが。 

○山内部会長 今おっしゃったのは、例えばこの資料１の、１ぺージ目の１番については

入札プロセスで取り扱う、こういう整理になっていて、３については（３）の実施事例の

とりまとめ、こういうふうになっています。 

 下の方に行くと、括弧書きになっているようなものもあるわけですが、これについてど

ういうふうにするか、もうちょっと具体的に伺いたい、こういうことでしょうか。 

○Ａ委員 つまり、部分的には入札プロセスに関する研究に係わる指導というワーキング

グループで取り扱うということはわかりますけれども、その前に全体が 35 項目あったわけ

です。これをどのように扱うかという議論がないものですから、これをどのように切り分

けて、どの部分が入札プロセスに関する指導というワーキング、それが指導になるのか、

ワーキンググループになるかわかりませんが、そこのところはよくわからないので、そこ
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を整理してからどうすべきだということになるのではないかと思いますが。 

○山内部会長 これはある意味ではワーキングではこれこれこういう議論を扱います、一

つにまとめますというのが一つありますよね。 

○Ａ委員 それから、先ほどの話にもありましたように、意見が出てきて、あるいは要望

が出てきて、それでずっと整理をされたんですけれども、内容についてはそれぞれまちま

ちですから、一律には言えないのでございますが、契約関係でありますとか、契約に至る

前に、この中を見ていますと地方自治体の担当者などで非常に困っているのは、そもそも

これを取り上げるかどうかという検討段階から困るようなものもあるわけです。それに係

るものもあるわけです。 

 ですから、むしろ項目をジャンル別に分けたといいますか、それぞれ共通に入ってくる

ものももちろんありますけれども、整理をした上でないと、ではどのワーキングで検討す

るのが適切なのかということになり、議論が進みにくいんだろうと思います。いきなりこ

こで契約ワーキンググループにおいて検討というところに一足飛びに行ってしまうような

議論の進め方になってしまうと、ちょっと見えにくいなということを申し上げたわけです。 

○山内部会長 その辺は今この表をつくられるときに意識されたのかなと思いますが。 

○事務局 例えば今の例で、Ａ委員がおっしゃったような、公共団体がある施設について、

そもそもＰＦＩで取り上げることが適切かどうかとか、というような話などもヒアリング

のところでも出てきたかなと思っておりまして、それについてもこの中では一応そのまま

入れ込んだつもりでございます。６ページ目の 34 番のＰＦＩのあり方のところでこういう

ことも織り込んでおります。例えばＰＦＩを適切に導入していくという観点から、国・地

方に共通する統一的な導入判断基準を考えてもらいたいというお話も出たりしまして、ま

さに入り口のところのご議論もあろうかというふうには思います。 それに対しての整理

は、当委員会として、あるいは当部会としてこういう形で統一的に基準を設定するという

ことは、適用可能性の制約に、言いますれば一方的にある基準をもしこの委員会なり部会

で決めることによって、例えばある施設をＰＦＩで整備すると非常にＶＦＭが出るにも係

わらず、ここで取りまとめた基本的なところでは入らないということで、それが除かれて

しまうということがあるとまずいということもあって、各管理者が適切に判断することが

望ましいという整理にはなっております。一方で、そのような意見が出されたことについ

ての整理として、ＰＦＩのあり方のところで整理はしておりますけれども、こういう問題

について委員会なり部会でもっと積極的に整理して係わるべしということであるとすれば、

今提示している４つのワーキングなり、研究の直接のテーマにはなりづらいかな、という

のが正直申し上げて今の整理ではございます。 

○Ａ委員 私は深い議論を今申し上げているのではなくて、単純に言えばＫＪ法みたいに

カードを並べてみまして、どれとどれが一番関係があるか、グルーピングをして、その上

で何か作業というのは優先順位をつけて進めるのがわかりやすいのではないですかという

ことを申し上げたので、今そこのところを一足飛びにはなからワーキンググループを２つ
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つくって検討するんだというところに飛んでしまいますと、果たして全部網羅できている

のか。あるいはきちっと整理がうまくできているのかというところの議論が飛んでしまう

のではないかということで申し上げたわけです。 

○山内部会長 Ｅ委員。 

○Ｅ委員 事務局で整理してくださった課題をどのようにすれば全部網羅し、また同時に

上手く整理して検討することができるのかということですが、ここで抽象的に議論するの

ではなく、一度議論した上で必要に応じ再度見直せば足りると思っております。同じ課題

であっても、異なった角度から検討する必要のあることは多々あります。一例を挙げれば、

「性能発注」については、契約ワーキンググループと、モニタリングワーキンググループ

と、さらに入札の検討で取り上げることになります。総合評価というのは、提案金額に加

え、性能発注に対する民間からの提案が果たして性能要求水準を達成することが可能な具

体的な手段、方法であるかどうかを検討することですから、この点に関する課題があれば、

これは入札の検討で取り上げることになります。 

他方、契約ワーキンググループでは、民間事業者が提案する手段、方法、つまり仕様の

位置付けをどうするのかということを議論することになると思います。というのは、ＰＦ

Ｉ事業契約との関係で、民間事業者は要求水準を満たしたサービスを提供する債務を負っ

ていますが、どのような仕様で行うかについては民間事業者と下請企業との問題だとする

ことができるからです。そして、提供されたサービスが要求水準を満足するものかどうか

をどのようにして判断するのかは、モニタリングの問題です。 

私の考えは、先ほどＣさんがおっしゃったことに近いと思います。先ずワーキングを開

き、それぞれのワーキングで取り上げるべき課題としてどのようなものがあるのかを議論

し、網羅的に課題を取り上げてみる。それをもとにして、各ワーキンググループが担当す

るべき課題としてどのようなものがあるのか、見直しが必要かどうかを検討する。その際、

第一に漏らすことなく検討すべき課題を取り上げることと、第二に二つのワーキンググル

ープが重複して検討することのないように留意することが大切だと思っております。 

前回ガイドラインの検討をした際は、まだＰＦＩ案件が殆どないという状況だったので、

問題の所在を具体的に明らかにすることが難しく、３つのワーキングループの間で調整す

るほどの必要性もなかろうということで、必ずしもこのような見直しをやりませんでした。

ただ、今回は、既に数多くの案件があり、その上で意見が提出されている訳ですから、Ｃ

専門委員がおっしゃったように、課題をわかりやすく整理したうえで検討する必要がある

と思っています。 

○山内部会長 具体的に申し上げますと、資料１を作成するに当たっては、事務局の案と

して事務局だけが考えて出しているわけではなくて、私と西野部会長と、それから部会長

代理でいらっしゃるＥ先生も、事務局とかなり議論しました。こういうふうに分けたとき

にどこが重複して、個別問題としてこれは今Ｅ委員がおっしゃったように契約の方に入る。

あるいはモニターの方に入る。こんなことを議論しながら、ここの特にワーキングでやる
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ものについては扱っております。それはＫＪ法は使わなかったんですが、似たようなブレ

ーンストーミング的なことをやりながら、この項目立てをやっています。 

 そのプロセスをお示しするというのはなかなか難しいんですが、ただそういうプロセス

はプロセスとしてあったということをまずご報告して、ただそれでも十分ではないと思い

ますから、先ほどＣ委員、今、Ｅ委員もおっしゃったけれども、ワーキングにおいて最初

にどういう項目を議論する、あるいはどういう形で議論するということをもう一度議論す

るべきだと思っています。 

○Ａ委員 それであれば、私の方でちょっとよくわかりにくいなと思っていますのは、契

約ワーキング、これは非常に狭義に考えれば契約条項とその結び方、検討すべき事項とい

うことを考えるのだろうと思います。全体の流れでＰＦＩのプロセスをずっと見てみます

と、そのちょうど真ん中あたりに当たるわけです。ちょうど事業者を選定した後が契約の

主なポイントになるわけです。もちろん契約条件というのはその前の入札の段階でも示さ

れるべきなわけです。しかし、大体プロセスで見ますと真ん中あたりになるわけです。 

 モニタリングというのはその後になりますね、時系列的に見ますと。もちろんモニタリ

ングというのは契約で何を決めたか、何を合意したか。それをチェックしたり、あるいは

その前の評価のところですね。どういう評価があるか。前を受けて何をモニターするか。

あるいはモニター独特の問題としてタイムスケジュールだとか、留意すべき事項だとか、

そういうことは当然入ってくるとは思いますが、プロセスの中では後の部分だと。 

 私が見えにくいなと思う一つの理由は、最初の部分がないんだろうと思うんです。確か

に前回、３つのワーキンググループをつくりまして、入り口の段階で皆さん、わかりにく

いから、ともかく少しでも見えるように出しましょうよ、こういうことだと思う。それに

ついての積み残しというのはまだあったということだと思いますし、大きく分けると前と

真ん中と後、こういうふうにスケジュール的に考えれば、もうちょっとわかりやすいのか

なと。 

 それぞれが相互に当然のことながら関係しているわけです。ただ、同じように関係して

いるかどうか、またちょっと別なわけです。例えばバリュー・フォー・マネーでも入り口

の段階は比較的暫定的に簡単な方法で、とりあえず出そうだな。こういうことから入るの

だろうと思うんですが、特定事業の選定となれば、一応きちっと計算して、バリュー・フ

ォー・マネーがありますよということが要件になろうかと思うんです。やはり制度上意味

が違ってくる。こういう違いというのが当然あるわけです。 

 そういう意味で言いますと、契約ワーキンググループと、契約のみに係わらず契約に関

することと幅広くとってみれば、プロセスの真ん中、中央あたりを大体あまねくカバーし

ている。ワーキングの方は後の方。当然、トラブルの解決だとか、モニタリングしただけ

ではすみませんから、モニタリングをして、結果、契約条項に違反しているということに

なれば、当然デフォルトだという認定の話になったりとか、そういう契約をさらにどうい

うふうに処理していくかという問題も出てくると思うんです。それぞれに関係が非常に密
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だというのはよくわかります。 

 しかし、実際のプロセスを考えたときに、やはり前、中央、後というような格好で考え

てみた方がわかりやすいなというと、２つでもいいんですけれども、前半・後半でやるの

か、でも構いませんけれども、２つ出てくるのであれば、やはり前の段階でですね。そう

すると、公の施設なんかは一度通ってしまえば、あとはあまり検討しないわけです。法律

が改定したりすれば影響ありますけれども、公の施設だとか公物管理の問題でこれは妥当

であるということの結論が出てしまえば、事業がスタートしてしまう。スタートしてしま

えば、そこの議論はあまり出てこないはずなんです。これは前段階になるのだろうと。 

 そういうようなスケジュールをベースに、３段階ぐらいに切り分けて、それぞれのワー

キングでもう一遍この項目を洗い直してみる方がわかりやすいのかなというふうに思いま

す。 

○山内部会長 ありがとうございます。そのほか、いかがでございましょうか。 

○Ｆ専門委員 進め方については、私は特に異論はないのですが、ヒアリングを通して、

あるいは先行の事例を見ても、やはり日本での事例というのは箱ものが中心で、今予定さ

れているのも箱ものが割合として多いということで、ＰＦＩをするのかしないのかという

ことと、どんなＰＦＩをするのかという２つの論点を考えたときに、バリュー・フォー・

マネーが今の段階では一般的に考えて出にくいように考えます。 

 今後、ＰＦＩを広めていく、あるいは定着するということを考えたときに、今のような

型のＰＦＩをやりやすくする条件を設定するというのも一つあると思うのですが、先ほど

Ｄさんの発言ともつながるかもしれないのですけれども、よりバリュー・フォー・マネー

の多い、箱の部分の比率の低いＰＦＩというのはどんな形で進めていったらいいのかとい

うことを、個々の事業者の方等が個別に例えば海外の事例を調査して情報を個々の努力で

とられるというのも一つあると思うんですが、やはりどこか一つ見に行くと、そういう事

例が見られ、なおかつ日本の制度と比べたときの特徴なんかが整理されているということ

の情報があると、非常に取り組みやすいのかなと考えます。 

 ここでまとめていただいたもので言うと、34 番に関連するとは思うのですが、私も統一

的な基準を決めてしまうと入り口のところでガチガチになって、かえって後退するという

のは過去の例なんか見ていても思いますので、むしろ基準を決めるということではなくて、

入り口に入りやすいインフラを整えてあげるというのも非常に重要なことなのかなと思っ

ておりまして、ここでは一つ事例の取りまとめというのが課題として挙がっていて、それ

をどういうこの委員会で取り上げていくのか、あるいは、事務局の方でやっていただくの

かは別にしても、先ほど申し上げたような海外の事例も含めた、こんないい点があるとい

うところと、海外の事例であれば日本の制度と少し比較をしてあげるようなところまでも

しできれば、非常に取り組みやすくなるのかなということを考えるのですけれど、その辺

はいかがでしょうか。負担という部分ももちろんあると思いますけれども、順序という問

題もあると思います。 
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○事務局 作業といいましょうか、事務局としての中心的な今後の部会のやり方としてど

ういうやり方があるのかという話になれば、この４つということになるのかもしれません

が、所々に実例の取りまとめというのがございます。我々も例えば特定事業者の選定のと

きの見込みのＶＦＭではなくて、実際に札を入れてなされた実際のＶＦＭ、あるいは事業

実施後のＶＦＭが一体どういうことになっていて、なおかつ定性的にどういうところでＶ

ＦＭが出たのかということは、把握する必要があると意識しております。 

 例えば、運営面のところでどういう工夫がＶＦＭ面にどういうふうに効いてきているの

かとかはまさにＰＦＩ推進の観点から必要だと日ごろ日常的な業務の延長として思ってお

りますので、その辺は適宜内閣府のＰＦＩ推進室の仕事の一環として考えております。海

外のところはどこまでできるかはともかくといたしまして、国内の事例も含めまして、調

査をやらなければいけないなとは思っておりますので、その辺はまたご報告の機会を考え

たいと思っております。 

○山内部会長 よろしゅうございますでしょうか。そのほかいかがでございますか。 

 Ｇ専門委員。 

○Ｇ専門委員 今のご説明も大体理解した上でですが、やはりここに上がってきている項

目の中で（１）と（２）に入っているもの、要はワーキングであり、あるいは研究という

ところに落ち込んでいるものについては、あまり配分について問題はないのではないかと

思います。というのは、仮にオーバーラップしたり、両方でというものがあればＷＧの中

で調整をしていけばいいわけです。 

 ですから逆に、例えば契約であれば契約に当たっての留意事項のガイドラインを取りま

とめるというワーキングの中で、資料１で上がってきたものを念頭に置きながら検討する

のだということではないかと私は理解しています。これがあるからこれをやるというので

はなくて、ワーキングということで何かやってみようという方が先だろうと理解していま

す。 

 ただ、その中で今申し上げましたように、（１）と（２）についてはそういうことで考

えると、大体みんなおさまってしまうのですが、先ほど来、Ｄ専門委員なりＦ専門委員か

らのご指摘があるような問題、私も例えばこの事業がＰＦＩとして本当に適切なのかどう

かという問題はいっぱい出てくると思いますし、あるいは、今のＶＦＭの問題もあると思

います。要は（１）（２）以外でいろいろ書かれているものがあるのですね。これの扱い

については事例研究もいいのですけれど、事例をまとめたものをどうするかという検討も

必要となってくるのではと考えております。今決めるのはなかなか難しいと思います。あ

るいは各管理者に任せるという部分などについても一つ大きなくくりで、別の扱いとして

フォローしていくことも考えられましょう。もちろん具体的には資料１に書いてあるよう

なことが中心になっていくのかもしれませんけれど、何かそういった仕切りの方がもう少

し大事な部分が忘れられないで済むような気もしておりますし、あるべきＰＦＩ論という

のは非常に大事なところですし、委員会として常に忘れていけない部分ではないかと思い
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ます。 

○山内部会長 全ての課題についてアクションをとるんですけれども、アクションの濃淡

といいますか、軽重というものが確かにあると思います。ご指摘の点は非常に重要である

と考えておりまして、その意味では資料１の取り扱いの表現について必要があれば検討し

てみますけれども、とるべきアクションの濃淡の問題ということで扱われるのではないか

と思います。ありがとうございます。 

 そのほかいかがでございましょうか。 

 非常に建設的なご意見も多々ありまして、ありがとうございました。その意味でこの案

を一応ご了承いただいて、またご意見を取り入れながら進めさせていただくということで

よろしゅうございますでしょうか。 

 

（了承） 

 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、どういう体制で進めるかということについては私の方からご説明させていた

だこうかと思います。資料２の２ページ目をごらんいただきたいと思います。実務上の指

針を取りまとめる契約というものと、モニタリングの検討とに分けて、契約のワーキング

グループとモニタリングのワーキンググループを設置するということでございます。 

 それぞれ前回から議論しましたのですが、この推進委員会には事業推進部会と、それか

ら評価基準部会というのが設けられておりまして、資料にございますように、契約ワーキ

ンググループにつきましては事業推進部会に設置をするという形に整理いたしました。そ

れから、モニタリングワーキンググループにつきましては評価基準部会に設置をするとい

う形にしたいというふうに思っております。 

 それで、各ワーキンググループの座長でございますけれども、もし皆さんご異存がなけ

れば、まずは契約ワーキンググループにつきましてはＥ委員にお願いしたいと思います。

それから、モニタリングの方は私が務めさせていただこうかと思いますが、まずはこの点

についてよろしゅうございますでしょうか。 

 

（了承） 

 

 どうもありがとうございます。 

 それから、ワーキンググループへの委員の参加の件ですけれども、その資料が一部空欄

になってございますが、これはこの場で委員の皆様に参加のご希望を伺いまして、ご発言

いただきまして、入っていただくか、あるいはもしくは後ほど事務局の方にご希望を連絡

していただいても結構ですが、委員についてはそういう形をとらせていただこうかと思っ

ております。 
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 まず、この点はいかがでございましょうか。もちろん、これは重複の参加ということで

もかまいません。 

 今、どちらかに入るというふうにご表明いただいてもよろしいですし、また後ほどご表

明いただいても結構なんですが。 

○Ａ委員 平成 10 年度からの事業推進委員会において、事業推進部会と評価基準部会、こ

れを設置をするというのが議決といいますか、同意を得られたわけでございますが、その

ときに１、２、３、４という項目がございまして、各部会には当該部会に属さない委員ま

たは専門委員も随時出席することができるものとするということが明記してあるわけでご

ざいます。その意味では、委員にしろ、推進委員にしろ、両方とも出られるようにすべき

かなと思いますが、先ほど来議論がありますように、一つの事項をとりましても、どこど

こにしか属さないというのはあまりなくて、何らかの格好で係わってくるわけです。いろ

いろなプロセスの各段階で。 

 そうすると、そこで仕切ってＡ or Ｂというような切り方というのは難しいだろうと思

います。この 10 月８日の決定の趣旨に則って、極力皆さんが出られる場合には出るように

しておくということにしていただきたいなと思います。 

○山内部会長 私もそのように考えております。ただ、どちらに所属するということを決

めないということもなかなか難しいのかなと思いまして、ワーキングそれぞれに一応ご所

属いただくということと、あるいは、重複して両方お出いただくことも可能だという意味

では、今、Ａ委員がおっしゃった趣旨に則っているのではないかと思っています。 

 いかがでしょうか。後ほどということにいたしますか。 

○事務局 後ほど、事務局の方で所属の希望につきまして各委員へお聞きします。 

○山内部会長 それでは後ほどへ事務局の方でまとめていただくということにさせていた

だきます。 

 次に専門委員のワーキンググループの参加についてですが、各専門の見地からご意見を

賜りたいと考えておりまして、西野部会長と私、相談いたしまして、先ほど言いましたよ

うに契約の方は事業推進部会で、モニタリングについては評価基準部会に置くわけですけ

れど、各専門委員のご研究、学識のお立場から若干専門委員間での追加等を行いまして、

ここにありますように資料２の専門委員の名簿という形にさせていただこうと思っており

ます。このとおりに指名させていただこうと思っております。 

 今、Ａ委員のご指摘もございましたけれども、この専門委員の方々、指名以外のワーキ

ングにも積極的にご参加を希望される方もいらっしゃると思いますので、それについては

後ほど事務局までご希望をご連絡いただいて、西野部会長と相談して決めたいと思ってお

ります。 

 これについていかがでございましょうか。 

 

（了承） 
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 よろしゅうございますですか。ありがとうございます。 

 引き続きまして、事務局が中心になって行う２つの研究についてでありますが、前回ご

説明がありましたように、入札プロセスに関する研究のアドバイザーを西野部会長にお願

いする。それから、公の施設・公物管理に関する研究のアドバイザーにつきましては小幡

委員にお願いしたいと考えておりますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 

（了承） 

 

 どうもありがとうございます。 

 以上のように体制が決まりましたので、委員の方々にはご協力のほどをどうぞよろしく

お願いいたします。 

 続きまして、検討スケジュールですけれども、ワーキングにつきましてはこの秋から基

本的には年度末を目途に概ね月に１回ぐらいの頻度で開催したいと考えております。その

報告につきましても合同部会で報告していただきたいと考えております。 

 それから、各研究につきましては、その成果を適切な段階で合同部会に報告していただ

くということを考えております。 

 スケジュールにつきましては、以上が私と西野部会長がまとめさせていただいたもので

ございますが、最後にこの進め方等につきましてご質問等がございましたら伺いたいと思

いますが、いかがでございましょうか。 

○Ａ委員 進め方でございますが、かなり具体的なテーマに、議論した上でございましょ

うが、作業に入るのだろうと思いますが、以前のガイドラインの作業のところで一部取り

入れられたと思いますが、インターネットで各事項についての意見なりを皆さんに配ると

いうのが手間もかかりませんし、漏れないようにするにはよろしいのかなと。 

 そこで提案でございますが、各人がバラバラに皆さんに、メーリングリストを１回つく

れば済む話ではあるんですが、送るというよりも、これは技術的な問題なんでございます

が、インターネットもある一定の場所、ここで言えば事務局でございますが、事務局にデ

ィストリビューションリストを一つ設定しますと、そこに我々が一度発信すれば自動的に

メンバーに配られる。こういうシステムがインターネットでは簡単に設定できますので、

そういうやり方で特に議論を進める途中で、いきなり部会なり、ワーキングに来て、初め

て資料を見るというよりは先に、事前に意見がある場合にそういう配り方ができるような

体制を築いていただきたい。これはお願いでございます。 

○山内部会長 わかりました。確認ですけれど、今インターネットとおっしゃったのは、

ネットのページに載せるとかそういうことではなくて、メールでやり取りする、そういう

意味ですね。 

○Ａ委員 メールを送るんですが、ディストリビューション……。 
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○山内部会長 わかります。そのようなグループ管理があります。それをつくっていただ

きたいと、こういうことですか。いかがでございますか。 

○事務局 その点、無論ご要望でございますので検討させていただきますが、ここのとこ

ろハッカー的なものが非常に入っていまして、転送が本当にうまくいかないのです。内閣

府にも情報管理の専門の部署がありますので、そちらと相談させていただきたいと思いま

す。セキュリティの関係からも検討させていただきたいと思います。 

○山内部会長 もう一つ、ワーキングの中の議論や資料については、例えば契約のケース

はかなり守秘義務的なものが出てくる可能性があることから、取り扱いについて、少し若

干慎重にせざるを得ないと思っております。 

 例えば、そういうケースを想定しますと非公開ということを基本的に考えるべきだと考

えております。ただ、基本的にはワーキングにおいて最初に議論していただいて決めるべ

きことだと思っておりますが、今のところの方針としてはこのようなことを考えておりま

す。 

 今のＡ委員のご意見は意見等、そういったもののメールでのやり取りは可能かと思いま

すけれども、その場合、今のハッカー問題とかその辺を確認してからということになろう

かと思います。 

 進め方についていかがでございましょうか、そのほかに。 

 特段のご質問がないようでしたらば、このように進めさせていただくということでよろ

しゅうございますでしょうか。 

 ありがとうございます。 

○Ａ委員 全部ここのテーマをどういうふうに進めるべきなのか。どちらのワーキングで

やるか。こういうことが議論されるということだと思いますが、そうしますと、先ほど来、

出ている契約とか、あるいはモニタリングということでは必ずしもないテーマが出てきた

場合に、それはどういうふうな扱いになるか。別途、そういう議論をする機会ができるの

かどうか。これはいかがですか。 

○山内部会長 事務局、どうですか。 

○事務局 先ほどからのご議論もありましたので、一度、それぞれワーキングを立ち上げ

ていただいて、全体の検討項目をご議論していただく。それを一度、両座長に集まってい

ただきまして、先ほどからご議論のように、モニタリングの問題は契約時の仕様の決定の

ところに結びつき、そして、それは入札公告のところの性能発注に、あるいはそのもっと

前の段階という話もございます。 

 そういう意味からそれぞれのワーキングでの検討の項目について、あるいは検討課題に

ついて重複関係も含めまして、一度まずは座長に集まっていただいて、事務局を交えて調

整をさせていただいて、それでどうしてもその他の分類ということが出てくれば、その扱

いをどうするかということを再度部会長とご相談しながら決めさせていただくことにさせ

ていただきたいと思います。 
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○山内部会長 今ここでこれからの我々推進委員会としての検討の体制と進め方について

ご意見をいただいて、一応の結論をいただきましたので、このあたりで一度委員会を開催

して、部会でのこれまでの活動を報告して、ご議論いただくという機会をつくってはどう

かと考えております。 

 この件につきまして、委員長と西野部会長と相談して、開催することが決まりましたら、

また皆様にご報告をしたいと思います。 

 そういう形でよろしゅうございますでしょうか。 

 そのほか、何かご発言。 

○Ｈ委員 制度上の課題のところで、私はアドバイザーということになっておりますが、

実際の運用のところでＣ委員から先ほど行政財産の改正後の混乱の状況というご指摘もご

ざいましたので、事務局がとりあえずまとめられるのだと思いますが、各委員の方々から

事務局の方に問題となる現場の題材等はお寄せいただいた方が、より作業が進むのではな

いかと思いますので、その点は随時各委員からお寄せいただいた方がよろしいのではない

かと思います。以上です。 

○山内部会長 その辺のご協力をお願いしたいと思います。 

 そのほか、いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、本日の議事は終了ということになります。本日提出の資料につきましては、

今いただいた意見を反映させるような形で公表をしたいというふうに思っております。 

 公表資料の内容につきましては私どもにご一任いただければというふうに思いますので、

よろしくお願いいたします。皆様には公表と同時に事務局から送付をしていただくという

ことになろうかと思います。 

 それで、今後の開催日程等につきましてはいかがでございましょうか。 

○事務局 ワーキングにつきましては両座長とご相談の上、事務局の方から後日、ご連絡

させていただきたいと思います。 

○山内部会長 ありがとうございます。 

 それでは、本日の合同部会はこれにて終了させていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

（了） 


